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様式第３号（第１０条関係） 

会  議  録 

会議の名称 
令和元年度第２回しらおか男女共同参画推進会議及び第２回

白岡市女性政策庁内推進会議合同会議 

開 催 日 令和元年１１月１５日（金） 

開催時間 午後２時から３時２０分まで 

開催場所 白岡市役所 特別大会議室 

会長の氏名 
しらおか男女共同参画推進会議 石原 富子 

白岡市女性政策庁内推進会議 市民生活部長 高澤 利光 

出席者（出席委員）

の氏名・出席者数 

しらおか男女共同参画推進会議委員 

石原 富子、金子 稔、中村 和江、古澤 明美、髙橋 タマ 

新井 あい子、石動 祐司、小野寺 晴美、笠井 朋子 以上 ９人 

白岡市女性政策庁内推進会議委員 

市民生活部長 高澤 利光、地域振興課長 長倉健太郎、      

秘書広報課主幹 岡村 清、総務課課長補佐 岩楯 浩志、 

商工観光課主査 西山 訓弘、福祉課主査 山田 真規子、 

子育て支援課館長 服部 和美 、 

高齢介護課主査 山岸 小依、 健康増進課主査 窪山 由紀子、 

いきいき教育課主幹 大森 喜一  以上 １０人 

欠席者（欠席委員）

の氏名・欠席者数 

しらおか男女共同参画推進会議委員 

江野本 啓子、山﨑 フミエ、小松 美佐子 以上 ３人 

白岡市女性政策庁内推進会議委員 

安心安全課主査 丹下 聡、保育課主幹 神田 ゆかり 

教育指導課指導主事 松本 健、学び支援課主幹 安藤 潤 

以上 ４人 

説明員の職・氏名 
地域振興課主幹  小林  聡一  

地域振興課  人権担当主事  山口  沙也 

事務局職員の職・

氏名 

地域振興課主幹  小林 聡一  

地域振興課  人権担当主査  新井 和久  

地域振興課  人権担当主事  山口  沙也 

その他会議出席者

の職・氏名 

あり 

傍聴者 １人   
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会 議 次 第 

 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 議 題 

第４次白岡市男女共同参画プランの施策推進のための取

組にかかる令和元年度事業中間報告 

４ その他 

５ 閉 会 

配布資料 

・会議次第 

・第４次白岡市男女共同参画プランに掲げる施策推進のため 

の取組に係る令和元度事業中間報告書 
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議   事   の   経   過 

発 言 者 議  題 ・ 発言内容 ・ 決定事項 

長倉課長 

 

 

 

 

 

 

 

長倉課長 

 

 

 

 

 

 

 

長倉課長 

 

 

 

 

石原会長 

 

 

 

事務局(小林主幹) 

 

石原会長 

 

 

 

１ 開 会 

長倉地域振興課長の進行により開会された。 

 

２ 挨 拶 

  しらおか男女共同参画推進会議石原会長から挨拶がなさ

れた。 

 市民生活部高澤部長から挨拶がなされた。 

 

ありがとうございました。 

  本会議は市の公式な会議でございますことから、会議は原

則公開となります。会議録、会議資料は、事務局が精査し、

公式ホームページにおいて公開します。発言者の表記につき

ましては、実名ではなく、Ａ委員、Ｂ委員という表記で掲載

いたしますので、御了承いただきたいと存じます。 

 

３ 議 題 

それでは、次第３の議題に入りたいと存じます。 

議題の進行について、会議設置要綱第６条第１項の規定よ

り、会長が会議の議長となります。石原会長、議長をお願い

いたします。 

 

議題（1）第４次白岡市男女共同参画プランに掲げる施策

推進のための取組に係る令和元年度事業中間報告について、

事務局から説明をお願いいたします。 

 

  （説明） 

 

  事務局からの説明が終了しました。質疑などがございまし

たら、お願いいたします。 
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Ａ委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林主幹 

 

 

Ｂ委員 

 

小林主幹 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

長倉課長 

 

まず、個人的なお話ですが、番号１９の『子育て相談、仲

間づくりの支援と充実』の企画はありがたく活用させていた

だいています。ありがとうございます。 

質問ですが、番号１０の『人権尊重に基づいた性教育の充

実』の『小学校では第３学年から体育（保健）の学習の中で

心身の発達の違いを学習した。』についてですが、私が経験

した学習方法は、男女分かれて行うものでしたが、今も同様

の方法でしょうか。 

この質問から何をお聞きしたいかというと、もし従前どお

りの男女分かれての学習方法であれば、自分と異なる性に対

して「不健全なもの」、「隠さなければいけないもの」、「恥ず

かしいもの」というイメージが根付いてしまう可能性があり

ます。そのため、現在、欧米では男女一緒に教育をすること

が当然のようになっています。 

ですので、海外の教育も取り入れてはどうかと考えた次第

です。 

 

本日は担当課の委員が欠席のため、確認した上で回答させ

ていただきます。 

 

番号８の『キャリア教育』とはどういうものでしょうか。 

 

それについても、併せて後日回答いたします。 

 

番号１６の公民館講座に「父親の参加が少なかった」とあ

りますが、これはどのような理由からとお考えでしょうか。 

こういったことを考えることで、次回の啓発、啓蒙につな

がるのでお聞きしたいと思います。 

  

なぜ父親の参加が少なかったのかを考察することは非常に重要

なことだと思います。 

講座開催日は夏休み、かつ日曜日であったのになぜ父親の参加

が少なかったのか、ということは公民館も考えていることだと思い

ます。これにつきましても、担当課の委員に確認して次回以降に回

答させていただきます。 
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Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

高澤部長 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

  番号４８の『らくらく寝たまま！腹式呼吸とゆらゆらストレッ

チ体操』に『参加者から好評をいただき、受講者の一部によりサー

クル化され現在も活動している』とありますが、サークル化して継

続している活動に対して、市として支援など行っているケースはあ

りますか。本日、担当課の委員さんは欠席ですが、これについてお

分かりになることはありますか。 

 

  体育協会やスポーツ少年団などの連合組織に対しては一定の金

額や事業運営の支援はしているのですが、個別の具体的な組織や任

意の活動については支援していることはほとんどないと思います。

こういった活動については、皆様方の自主的な発意によって運営し

ていただくものかなと思います。 

 

  こういった活動は、機会を提供して「やってください」というよ

りも、機会を提供された参加者が楽しみに気付くことで継続に繋が

るということに最大の意味があると思います。機会を提供すること

はとても重要ですが、さらにその先の支援まであると、より良い活

動になるのではないかと思います。 

  例えば、番号３３の「ヨガ＆ピラティス」講座は延べ１０８人と

多くの方が参加されていますが、この講座に対しても何らかの支援

があればもっと市民の方に運動習慣が根付くきっかけの講座にな

るのではないかと思います。 

 

あと２点なのですが、まず、番号５３について、中間報告

の中に男女共同参画の視点が入っていないため、事業内容と

中間報告の内容に大きなかい離があると感じます。 

ＳＤＧｓを調べてみたところ、環境的な観点以外にも、

ジェンダー平等や教育の平等化なども入っているので、環境

というのは、物理的な環境だけではないと思います。持続可

能な社会の実現に向けて、「ＳＤＧｓの」という話をするの

であれば、そういった観点からも男女共同参画に関する施策

も入れられるのではないかと思います。 
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高澤部長 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

服部館長 

 

 

 

小林主幹 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

小林主幹 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

石原会長 

 

担当課の委員が欠席ですので、私が代わってお答えしま

す。 

大変良い御意見をいただいたということを環境課には伝

えて、より良い工夫ができないか検討させておきます。御意

見ありがとうございました。 

 

最後にもう一点、番号５９についてですが、児童が実際に

協議会へ相談に来るというのはハードルの高いことだと思

いますので、子ども食堂のような場で児童虐待の芽を探すと

いう方法はいかがでしょうか。 

 

担当課ではありますが、私の担当は児童館でこの件につい

て詳しくお答えができないので、御意見として頂戴して、検

討するよう申し伝えます。 

 

私は実務者会議の一員ですので、担当課の委員に代わって

お答えいたします。 

要保護児童対策地域協議会というのは相談機関ではなく、

保育所、幼稚園、学校などの代表のかたが一堂に会して、「こ

の人は保護を要するのではないか」と名簿登録をした上で、

警察や中央児童相談所などと連携して、個別ケースごとにい

かに保護、支援していけば良いのかを協議する機関です。 

 

では、直接相談を受ける機関は他にありますか。 

 

直接相談を受けるのは子育て支援課です。子育て支援課で

支援が必要なかたのデータを蓄積して、公の機関がそれぞれ

の立場で支援をしていくという関わり方になります。 

 

それでは子育て支援課に、子ども食堂をお勧めしておいてくださ

い。 

 

他に御意見等はございますか。 

  それでは、本日の議題がすべて終了しましたので、議長の任を下

り、事務局にお返しします。 
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長倉課長 

 

 

 

長倉課長 

 

 

事務局（山口主事） 

 

長倉課長 

 

 

 

 

 

長倉課長 

 

金子副会長 

 

長倉課長 

  石原会長、議事の進行ありがとうございました。 

  以上で議事は終了となります。 

 

４ その他 

  次に、次第４ その他でございます。事務局から説明を申し上げ

ます。 

 

 (男女共生セミナー・男女共同参画パネル展の案内、事務連絡） 

 

事務局の説明について、御質問等はございますでしょう

か。ないようでしたら、以上をもちまして、令和元年度第２

回しらおか男女共同参画推進会議及び第２回白岡市女性政

策庁内推進会議合同会議を終了させていただきます。 

 

５ 閉会 

閉会の言葉を、金子副会長にお願いいたします。 

 

（閉会の言葉） 

 

大変お疲れ様でした。 

 

 


